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第 13 食品衛生  

飲食等による衛生上の危害の発生防止と公衆衛生の向上を目的として「食品衛生法」、「食品表示法」、

「長崎県食品衛生に関する条例」及び「長崎市食品衛生に関する規則」等の関係法令に基づき、食品関

係営業施設の許認可・監視指導の他、食品衛生知識の普及啓発、食中毒の調査等の業務を実施している。 

食品の多様化、製造技術が高度化する今日、消費者の安全を確保するために、科学的判断に基づいた

監視指導を行っており、毎年度の食品衛生監視指導計画を策定し、食品営業施設への立入検査、違反食

品・不良食品の排除を目的とした収去検査などを実施している。特に、食中毒の多発期を迎える夏期（７

月）及び大量の食品が流通する年末（12 月）は、食品一斉取締りを実施するなど監視指導の強化を図っ

ている。 

食品衛生法等の一部改正に伴い、令和３年６月１日から原則として全ての食品等事業者が従来の一般

衛生管理に加え、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施することが義務化された。これに伴い、衛生講習

会を実施し、食品等事業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を円滑に導入できるよう指導・助言を行った。 

 

 

１ 営業許可及び監視指導数 

（令和５年度監視指導計画） 

パブリックコメント等の手続を経て、令和５年度監視指導計画を定め、その中で、監視目標数を次

のように設定し、監視活動を実施した。 

 

重要度 
ランク 

ランクの内容 監視回数／年 
監視目標 
件 数 

実施件数 
監 視 目 標 
達成率(%) 

Ａ 
危害の発生する可能性が高く、食中毒発
生時の社会的影響が非常に大きい施設 

３回 318 328 103.1 

Ｂ 危害の発生する可能性が高い施設 ２回 1,378 987 71.6 

Ｃ 危害の発生する可能性がある施設 １回 3,646 4,170 114.4 

Ｄ 
危害の発生する可能性が比較的低い施
設 

 (２年に 1回) 891 1,033 115.9 

小計 6,233 6,518 104.6 

Ｅ 危害の発生する可能性が低い施設 必要に応じて ― 1,008 ― 

計 ― 7,526 ― 
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(1) 食品衛生法による許可を要する食品営業施設の監視状況 

区分 
 

年度 
営業施設数 監視目標数 

営 業 許 可 廃  業 
※ 

監 視 指 導 
延 件 数 

監 視 率 
監視目標 
達成率 % 新 規 ※ 継 続 ※ 

令和元 7,633 7,515 583 875 624 8,264 110.0 

２ 7,553 7,517 604 1,013 684 5,599 74.5 

３ 6,368 6,185 1,233 ― 1,133 4,254 68.8 

４ 6,155 6,292 1,131 ― 1,233 5,204 82.7 

５ 6,250 6,233 1,089 ― 994 6,440 103.3 
※法改正に伴い旧法による許可施設が許可期間終了後も営業を継続する場合は、許可の更新ではなく新法による新規

許可の取得となるため、令和３年６月１日以降は旧法による許可の継続は生じない。 

これに伴い、営業許可の新規及び廃業数は旧法許可から新法許可に移行した施設に係るものを含む。 
 

(2) 令和５年度 旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設の監視状況 

区  分 
業 種 別 

営 業 
施 設 数 

営 業 許 可 
廃 業 

監 視 指 導 
延 件 数 新 規 継 続 

総    数 3,139 － － 869 1,514 

飲
食
店
営
業 

一般食堂・レストラン 1,292 － － 339 251 

仕 出 し ・ 弁 当 151 － － 31 173 

旅 館 49 － － 11 68 

そ の 他 823 － － 278 210 

菓 子 製 造 業 （ 含 パ ン ） 231 － － 75 202 

乳 処 理 業 0 － － 0 0 

乳 製 品 製 造 業 2 － － 0 0 

魚 介 類 販 売 業 176 － － 45 179 

魚 介 類 せ り 売 り 営 業 0 － － 0 0 

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業 32 － － 12 70 

食 品 の 冷 凍 ・ 冷 蔵 業 51 － － 11 85 

缶 詰 瓶 詰 食 品 製 造 業 3 － － 0 1 

喫 茶 店 営 業 93 － － 27 19 

あ ん 類 製 造 業 1 － － 0 3 

アイスクリーム類製造業 14 － － 1 14 

食 肉 処 理 業 5 － － 1 10 

食 肉 販 売 業 99 － － 14 98 

食 肉 製 品 製 造 業 1 － － 0 6 

み そ 製 造 業 5 － － 2 0 

ソ ー ス 類 製 造 業 1 － － 0 0 

酒 類 製 造 業 0 － － 0 0 

豆 腐 製 造 業 5 － － 1 17 

め ん 類 製 造 業 15 － － 1 23 

そ う ざ い 製 造 業 83 － － 19 70 

添 加 物 製 造 業 2 － － 0 0 

清 涼 飲 料 水 製 造 業 5 － － 1 15 

氷 雪 製 造 業 0 － － 0 0 
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(3)  令和５年度 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設の監視状況 

区  分 
業 種 別 

営 業 
施 設 数 

営 業 許 可 
廃 業 

監 視 指 導 
延 件 数 新 規 継 続 ※ 

総    数 3,111 1,089 － 125 4,926 

飲食店営業 2,379 850 － 97 3,854 

調理の機能を有する自動
販売機 

3 0 － 0 0 

食肉販売業 49 12 － 1 76 

魚介類販売業 123 25 － 5 142 

魚介類競り売り営業 1 0 － 0 3 

集乳業 0 0 － 0 0 

乳処理業 0 0 － 0 0 

特別牛乳搾取処理業 0 0 － 0 0 

食肉処理業 5 0 － 0 5 

食品の放射線照射業 0 0 － 0 0 

菓子製造業 269 85 － 13 380 

アイスクリーム類製造業 3 0 － 0 4 

乳製品製造業 0 0 － 0 0 

清涼飲料水製造業 4 2 － 1 11 

食肉製品製造業 3 0 － 0 13 

水産製品製造業 96 47 － 1 192 

氷雪製造業 3 0 － 0 15 

液卵製造業 0 0 － 0 0 

食用油脂製造業 0 0 － 0 0 

みそ又はしょうゆ製造業 4 1 － 1 2 

酒類製造業 3 0 － 0 3 

豆腐製造業 3 2 － 1 11 

納豆製造業 0 0 － 0 0 

麺類製造業 12 1 － 0 53 

そうざい製造業 96 37 － 3 84 

複合型そうざい製造業 0 0 － 0 0 

冷凍食品製造業 17 3 － 1 25 

複合型冷凍食品製造業 0 0 － 0 0 

漬物製造業 26 19 － 1 41 

密封包装食品製造業  5 3 － 0 4 

食品の小分け業 7 2 － 0 8 

添加物製造業 0 0 － 0 0 

※新法に基づく許可は、許可期間が終了したものがないため、許可の継続は生じていない。 



- 106 - 

(4)  令和５年度 改正食品衛生法の届出を要する食品関係営業施設の監視状況 

区分 

業種別 

営 業 

施 設 数 

監 視 指 導 

延 件 数 

総 数 2,827 1,008 

旧許可業種であっ

た営業 

魚介類販売業（包装済みの魚介類のみの販売） 199 60 

食肉販売業（包装済みの食肉のみの販売） 258 80 

乳類販売業 618 169 

氷雪販売業 7 2 

コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 124 7 

販売業 

弁当販売業 28 6 

野菜果物販売業 207 43 

米穀類販売業 60 6 

通信販売・訪問販売による販売業 4 2 

コンビニエンスストア 141 72 

百貨店、総合スーパー 91 238 

自動販売機による販売業（コップ式自動販売機（自

動洗浄・屋内設置）を除く。） 115 5 

その他の食料・飲料販売業 367 153 

製造・加工業 

添加物製造・加工業（法第 13 条第１項の規定により

規格が定められた添加物の製造を除く。） 1 0 

いわゆる健康食品の製造・加工業 1 0 

コーヒー製造・加工業（飲料の製造を除く。） 20 0 

農産保存食料品製造・加工業 17 0 

調味料製造・加工業 7 1 

糖類製造・加工業 0 0 

精穀・製粉業 4 0 

製茶業 10 0 

海藻製造・加工業 9 1 

卵選別包装業 0 0 

その他の食料品製造・加工業 154 27 

上記以外のもの（改

正法による改正後

の法第 68 条第３項

において準用され

るものを含む。） 

行商 91 11 

集団給食施設 286 120 

器具、容器包装の製造・加工業（合成樹脂が使用さ

れた器具又は容器包装の製造、加工に限る。） 2 0 

露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業

とみなされないもの 1 0 

その他 5 5 
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２ 収去検査 

食品衛生法に基づく規格及び基準に違反している食品、又は不衛生食品等を排除するため、食品衛

生監視員が市内で製造・販売している食品を収去し、長崎市保健環境試験所で検査を実施している。 

 

(1)  食品等収去試験状況（乳類を除く） 

区 分 

 

年 度 

収 去 

検 体 数 

不 良 

検 体 数 

不   良   理   由 
不良率 

（％） 大 腸 菌 群 異 物 
添 加 物 

使用基準 
法 定 外 

添 加 物 その他 

令和元 537 0 - - - - - 0.0 

２ 344 0 - - - - - 0.0 

３ 449 2 - - - - 2 0.4 

４ 462 0 - - - - - 0.0 

５ 515 0 - - - - - 0.0 

内 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

訳 

魚 介 類 29 0 - - - - - 0.0 

冷 凍 食 品 18 0 - - - - - 0.0 

魚介類加工品 49 0 - - - - - 0.0 

肉卵類・その加工品 55 0 - - - - - 0.0 

乳 製 品 15 0 - - - - - 0.0 

乳 類加工品 0 0 - - - - - 0.0 

アイスクリーム類・氷菓 14 0 - - - - - 0.0 

穀類・その加工品 113 0 - - - - - 0.0 

野菜類果物・その加工品 98 0 - - - - - 0.0 

菓 子 類 101 0 - - - - - 0.0 

清 涼飲料水 5 0 - - - - - 0.0 

酒 精 飲 料 6 0 - - - - - 0.0 

氷 雪 3 0 - - - - - 0.0 

水 0 0 - - - - - 0.0 

缶詰・瓶詰食品 5 0 - - - - - 0.0 

その他の食品 4 0 - - - - - 0.0 

添 加 物 0 0 - - - - - 0.0 

器具・容器包装 0 0 - - - - - 0.0 

お も ち ゃ 0 0 - - - - - 0.0 

※ 「不良検体数」は食品衛生法に違反した検体数(実数) 

 

（2） 乳類収去試験状況 

区分 

 

年度 

収 去 

検 体 数 

不 適 

検体数 

不    適    理    由 
不適率 

（％） 無 脂 肪 

固 形 物 
乳脂肪分 比  重 酸  度 細 菌 数 大腸菌群 

令和元 21 0 - - - - - - 0.0 

２ 7 0 - - - - - - 0.0 

３ 17 0 - - - - - - 0.0 

４ 17 0 - - - - - - 0.0 

５ 14 0 - - - - - - 0.0 
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３ 魚介類の検査結果 

魚介類の有害物質による汚染の状況を把握するため、市場や漁協において買い上げた魚介類を長崎

市保健環境試験所にて検査している。 

また、生食用かきの規格検査及び生食用かきの採取海域に指定されている琴海地区、戸石地区及び

深堀地区で海水の検査を実施した。 

 

(1) 魚類の水銀とＰＣＢ検査結果 

暫定的規制値 総水銀 0.4ppm （メチル水銀 0.3ppm） 

PCB   遠洋沖合魚介類  0.5ppm   内海内湾魚介類 3ppm 

                               （買上年月日：令和５年８月 24 日） 

No. 魚   種 
定 量 値  (ppm) 

試料匹数 漁 獲 水 域 
総 水 銀 Ｐ Ｃ Ｂ 

1 マイワシ 0.03 - 10 

五島沖 

2 アカカマス 0.28 - 5 

3 マサバ 0.06 - 5 

4 ホウライヒメジ 0.04 - 5 

5 カンパチ 0.06 - 

 

5 

6 イサキ 0.03 - 10 

7 クロサバフグ 0.02 - 5 

8 ソコイトヨリ 0.10 - 10 

9 カイワリ 0.09 - 10 

10 シログチ 0.19 - 5 

11 タチウオ 0.18 - 3 

12 イラ 0.14 <0.01 5 

13 イネゴチ 0.15 <0.01 5 

14 チダイ 0.05 - 10 

15 マアジ 0.05 - 5 

16 イトヨリダイ 0.05 <0.01 10 

※ 魚介類の水銀の暫定的規制値について（昭和 48 年 7 月 23 日環乳第 99 号）の別紙１、魚介類のサンプリング

方法の小魚類の規定を満たさない為、参考値とする。 

 

(2) 畜水産食品の残留有害物質モニタリング検査結果（再掲） 

食  品  名 収 去 数 抗 生 物 質 合 成 抗 菌 剤 そ の 他 収去年月日 

養 殖 マ ダ イ 1 陰  性 陰  性 陰  性 R５.11.28 

養 殖 ヒ ラ メ 1 陰  性 陰  性 陰  性 R５.11.28 
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(3) 生食用かきの成分規格検査(再掲)及び採取海域の海水検査 

令和２年度新たに生食用かきの採取海域に深堀（大籠馬落とし地先）が指定されたことから、検

査を継続した。 

 また、例年検査を行っていた琴海及び畦・樫山海域については、当分の間生食用かきを出荷す

る見込みが無い旨を生産者団体から聞き取ったため、生食用かきの成分規格検査検査を見送り、

畦・樫山海域については、海水検査も見送った。 

（ア） 生食用かきの成分規格検査 

食品名 収去数 採取海域 細菌数 E.coli 最確数 収去年月日 

かき 

1 
深堀（大籠馬落

とし地先） 
適 適 R５.５.22 

1 戸石(島の前) 適 適 R５.５.22 

1 戸石(島の前) 適 適 
R５.10.30 

1 戸石(毛屋) 適 適 

    

（イ） 採取海域の海水検査 

品 名 検体数 採 水 ポ イ ン ト 大腸菌群最確数 採 水 年 月 日 

海水 

1 深堀（大籠馬落とし地先） 適 R５.５.22 

5 琴海形上湾 適 

R５.10.30 2 琴海吉ノ浦 適 

2 琴海古泊海岸 適 

5 琴海形上湾 適 

R６.１.16 2 琴海吉ノ浦 適 

2 琴海古泊海岸 適 

1 戸石(島の前) 適 

R５.５.15 1 戸石(曲崎) 適 

1 戸石(毛屋) 適 

1 戸石(島の前) 適 

R５.10.30 1 戸石(曲崎) 適 

1 戸石(毛屋) 適 

 



- 110 - 

４ 夏期・年末食品一斉取締り実施状況 

食品の衛生的な取扱い、添加物の適正な使用、食品及び添加物の適正な表示の実施等について、食

中毒の多発する夏期及び大量の食品が流通する年末における食中毒の発生防止及び食品衛生の向上を

図っている。 

実施時期  夏 期  令和５年 ６月５日～ ７月 31 日 

        年 末  令和５年 11月６日～12 月 27 日 

 

（1） 施設に対する立入検査状況 

① 食品衛生に係るもの          注：重複を含む 

許 可 を 要 す る 施 設 許 可 を 要 し な い 施 設 

区     分 夏 期 年 末 区 分 夏 期 年 末 

立 入 検 査 延 施 設 数 1,662 1,052 立 入 検 査 延 施 設 数 264 208 

違 反 発 見 施 設 数 3 － 違 反 発 見 施 設 数 － － 

 

施 設 基 準 3 －  施 設 の 不 備 － － 

管 理 運 営 基 準 － － 食 品 の 取 扱 不 良 － － 

製 造 基 準 － －    

そ の 他 － － そ の 他 － － 

処 分 件 数 － － 処 分 件 数 － － 

処 分 以 外 の 措 置 － － 処 分 以 外 の 措 置 － － 

 
始末書徴収・口頭説諭 － －  始末書徴収・口頭説諭 － － 

そ の 他 － － そ の 他 － － 

※処分・措置の件数には、収去した食品にかかる違反に対する処分等を含む。 

 

② 食品表示に係るもの                 注：重複を含む 

許 可 を 要 す る 施 設 許 可 を 要 し な い 施 設 

区     分 夏 期 年 末 区 分 夏 期 年 末 

立 入 検 査 延 施 設 数 218 185 立 入 検 査 延 施 設 数 62 80 

違 反 発 見 施 設 数 － － 違 反 発 見 施 設 数 － － 
 

食
品
表
示
法 

衛 生 事 項 － －  
食
品
表
示
法 

衛 生 事 項 － － 

保 健 事 項 － － 保 健 事 項 － － 

品 質 事 項 － － 品 質 事 項 － － 

食 品 衛 生 法 2 0 条 － － 食 品 衛 生 法 2 0 条 － － 

健康増進法 65 条１項 － － 健康増進法 65 条１項 － － 

そ の 他 － － そ の 他 － － 

処 分 件 数 － － 処 分 件 数 － － 

処 分 以 外 の 措 置 － － 処 分 以 外 の 措 置 － － 

 

食 品 表 示 法 ４ 条 に 

基づく表示基準違反 
－ － 

 食 品 表 示 法 ４ 条 に 

基づく表示基準違反 
－ － 

食品衛生法 20 条違反 － － 食品衛生法 20 条違反 － － 
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（2） 食品、添加物等の収去検査結果 

 
夏期取締り 年末取締り 

収去件数 違反件数 収去件数 違反件数 

総 数 193 0 172 0 

魚 介 類 10 0 13 0 

冷 凍 食 品 - - - - 

生 食 用 冷 凍 鮮 魚 介 類 - - - - 

魚 介 類 加 工 品 20 0 25 0 

肉卵類およびその加工品 23 0 25 0 

乳 製 品 5 0 - - 

乳 類 加 工 品 - - - - 

ア イ ス ク リ ー ム ・ 氷 菓 14 0 - - 

穀 類 ・ そ の 加 工 品 38 0 35 0 

野 菜 果 物 ・ そ の 加 工 品 20 0 18 0 

菓 子 類 55 0 46 0 

清 涼 飲 料 水 - - - - 

酒 精 飲 料 1 0 5 0 

氷 雪 3 0 - - 

水 - - - - 

缶 詰 ・ 瓶 詰 食 品 2 0 3 0 

そ の 他 の 食 品 2 0 2 0 

添 加 物 ・ そ の 製 剤 - - - - 

器 具 お よ び 容 器 包 装 - - - - 

お も ち ゃ - - - - 
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５ 観光関連施設等監視事業  

観光都市として、旅館等の宿泊施設や旅行客が利用する飲食店など観光関連施設等における食中毒

は、健康被害にとどまらず観光業界全体にも大きな打撃を与えるため、立入検査を実施し重点的に監

視指導を行っている。 

 

  観光関連施設等の監視指導とＡＴＰ拭き取り検査実施状況 

実施期間 対  象  施  設 
立入検査 

実 施 数 

ＡＴＰ拭き取り検査 

実施施設数 検査検体数 

5年 7月 1日～ 

6 年 2 月 29 日 
観光関連施設 202 52 208 

5 年 5月 11日～ 

5 年 6 月 9 日 
学校給食 27 27 154 

6年 1月19日～ 

6 年 2 月 28 日 

福祉施設給食 

（保育所、老人福祉施設等） 
30 30 153 

5 年 11月 1日～ 

6 年 2 月 29 日 
病院給食 42 41 209 

計 301 150 724 

  

 

６ 食中毒 

食中毒防止のため、日常監視を強化しているが、特に食中毒を起こしやすい業種（旅館、弁当、仕

出し、そうざい等）、大規模な食中毒が発生する可能性が高い施設（集団給食施設、各種製造所等）に

対しては、重点的に監視指導をしている。 

食中毒あるいはその疑いがあるとして医療機関等から届出がなされると、疫学調査、細菌検査等を

実施し、原因食品、原因物質の究明を行い、食中毒の拡大及び再発の防止に努めている。 

食中毒の多発する６月～８月にかけては、市の広報紙やホームページ、ツイッターを活用して、営

業者や市民に注意を喚起している。 

 

 (1) 食中毒発生状況 

（１月～12 月） 

年 

区分 
令和元 ２ ３ ４ ５ 

件 数 7 3 6 7 8 

患 者 数 97 9 54 10 38 
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(2) 令和５年発生内訳 

                                    （１月～12 月） 

発生月日 原因施設 原因食品 病因物質 患者数 

２月 22 日 保育所 提供した食事 ノロウイルス 25 

３月 14 日 魚介類販売店 しめ鯖 アニサキス 1 

３月 23 日 魚介類販売店 刺身盛り合わせ アニサキス 1 

３月 28 日 飲食店 寿司定食 アニサキス 1 

４月 １日 家庭 不明 アニサキス 1 

３月 28 日 飲食店 提供した食事 カンピロバクター 3 

11 月 15 日 飲食店 提供した食事 カンピロバクター 5 

12 月 26 日 飲食店 不明 アニサキス 1 

 

７ 食品衛生講習会の実施状況 

食中毒等、食品に起因する危害を防止するため、食品営業者に対し、施設の管理運営事項等、食品

衛生に関する知識を普及させ、自主衛生管理を徹底させるために講習会を実施している。 

（令和５年度） 

総   数 食 品 営 業 者 給 食 施 設 

回 数 受講者  回 数 受講者 回 数 受講者 

23 1,633 21 1,446 2 187 

 

 

８ 相談等の状況 

近年は、食品の加工・製造技術の進歩や食品貯蔵・輸送手段の改善が著しく進むとともに、消費者

の嗜好の変化、外食や中食購入の増加など食生活が多様化するなかで、一般消費者からの食品に対す

る不安や相談について応えることも重要な仕事となっている。 

相談処理にあたっては、その原因を究明し、営業者に対する改善指導を行うとともに、その結果を

相談者に知らせ理解を得ることとしている。 

（令和５年度） 

総数 
苦 情 ・ 相 談 内 容 

有症苦情 異物混入 衛生管理 異味・異臭 表示 その他 

2,404   28 26 21 4 47 2,278 

 ※表示については、食品表示法の衛生事項にかかるもの 

 

平成９年度から市民相談窓口を設け、講師の派遣、啓発ビデオの貸し出し等の市民サービスを実施

し、市民への食品衛生思想の普及、啓発を図っている。 

（令和５年度） 

総   数 講師の派遣 ビデオの貸し出し 

回 数 対象人員 回 数 対象人員 回 数 受講者 

12 425 11 325 1 100 
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９ 食品衛生月間 

厚生労働省では、食品衛生管理の徹底及び地方公共団体等におけるリスクコミュニケーションへの

取組の充実等を図るため、８月を「食品衛生月間」と定めている。長崎市では、食品衛生月間の取り

組みとして、次のとおり実施した。 

 

(1) 実施期間 令和５年８月１日～８月 31 日 

(2) 実施内容 ① 夏休み親子手洗い食品検査実験教室 

② ポスター配布による広報啓発 

③ のぼりによる広報啓発 

④ 監視車による広報啓発 

⑤ ホームページ等による広報 

 

 

10 長崎市食品衛生協会の育成 

長崎市食品衛生協会（長崎市内の食品関連業者が自ら食品衛生の向上を図るために組織している。）

が行う事業、特に食品衛生責任者講習会、食品衛生指導員による巡回指導等に対し、積極的に指導及

び助言を行い、営業者自身による自主検査体制の確立に努めている。特に、指導員活動については事

業補助金を交付し、協会の自主活動を助成している。 

 

＊令和５年度末現在   構成組合数及び分会数     28 

会員数         4,003 件 

指導員数           90 人 

 

 

第 14 食肉検査   

１ 食鳥検査 

食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、安全でかつ衛生的な食鳥肉を供給するため、食

鳥処理施設に検査員として２名の獣医師を派遣していたが、食鳥処理施設の閉鎖に伴い、平成 14年５

月２日付けで業務を終了した。 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（第６次地方分権一括法）」の施行に伴い、平成 29 年４月１日より指定検査機関の指定・監督に係る

権限が厚生労働大臣から保健所設置市長（又は都道府県知事）に移譲された 

 


